
第 89 回新型コロナウイルスに関わる対策本部会議議事録

１ 開催日時 令和５年４月 20 日(木） 午後２時 30 分～午後２時 40 分

２ 開催場所 浦安市役所 災害対策本部室

３ 出 席 者

本部長：市長

副本部長：両副市長

本部員：危機管理監、消防長、総務部長、企画部長、財務部長、

市民経済部長、福祉部長、健康こども部長、環境部長、都市政策部長、都市整備部長、

教育総務部長、生涯学習部長、会計管理者、議会事務局長、監査委員事務局長

（事務局）

健康こども部、総務部

４ 議 題

（１） 直近３週間の学校等の感染者状況について

（２） 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の５類移行に係る今後の対応（案）につい

て

（３） GW 以降の健康相談及び発熱外来医療機関体制について（案）

（４） その他

・抗原検査キット使用状況等について

５ 議題の概要

（１） 直近３週間の学校等の感染者状況について情報を共有した。

（２） 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の５類移行に係る今後の対応（案）につい

て情報を共有した。

（３） GW 以降の健康相談及び発熱外来医療機関体制について情報を共有した。

（４） その他

・抗原検査キット使用状況等について情報を共有した。



６ 会議経過

（１） 直近３週間の学校等の感染者状況について

本部員：４月に入ってから感染者数は増加傾向であるため、引き続き、注視していきたい。

直近３週間において、感染者の集団発生は起きていない。

本部長：徐々に感染者が増加しているため、引き続き、注視すること。

（２） 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の５類移行に係る今後の対応（案）につい

て

本部員：国や県の基本的な考え方として、基本的対処方針や各種ガイドラインを廃止とし、

法律に基づき行政が様々な要請・関与を一律に求めることはなくなり、個人や事業

者の自主的な感染対策に委ねることを基本としている。本市の基本的な考え方とし

ては、国・県の考え方に準じた対応(各種ガイドラインの廃止等)とするが、医療機

関・高齢者施設など、重症化リスクの高い方が多い場面においては、ガイドライン

等のこれまでの取り組みを参考に推奨していくものとする。ただし、コロナ感染が

急拡大している時期や、それに伴い医療機関や高齢者施設等の体制が逼迫している

場合は改めて感染対策を強化する。次に、公共施設での共通事項として、三つある。

一つ目は、管理上での共通事項として、基本的な感染対策として、適切な換気に努

めること、手指消毒液の設置、窓口等にパーテーション等を設置、トイレのエアー

タオルの使用休止を解除する、飲料水サーバーは、利用制限を継続ししばらく様子

を見ることを継続する。二つ目は、利用上での共通事項として、マスクの着用につ

いては、個人の判断に委ねる。カラオケや合唱などの大声を発生する場面では、こ

れまでの施設のガイドライン及びカラオケ活動に伴う感染防止マニュアルの取り組

みを推奨する。斎場における通夜振舞いでの大皿料理の提供については制限を解除

する。三つ目として、職員対応について、新型コロナウイルス職員罹患時の対応マ

ニュアルについては廃止し、インフルエンザと同等の扱いとする。

本部長：高齢者及び福祉施設など、重症化リスクの高い方が多く利用する施設については、

これまでのガイドラインの内容を推奨していくこと。



（３） GW 以降の健康相談及び発熱外来医療機関体制について

本部員：けんこう Uダイヤル 24 は、医師が 24 時間常駐、その他看護師・保健師・助産師等

が電話相談を対応するものである。健康相談ダイヤルは、新型コロナウイルス感染

症に関する内容に特化したものであり、午前９時から午後４時まで対応するもので

ある。なお、GW 期間については、２名体制で対応する。県の相談窓口は、GW 以降

も継続するものである。次に、発熱外来医療機関については、医療機関は一部で行

う予定である。急病診療所は、５月８日以降、外来対応医療機関として、当面の間

継続するものとする。

（４） その他

・抗原検査キット使用状況について

本部員：使用状況については資料のとおりである。

７ 決定事項

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の５類移行に係る今後の対応については、公共施

設等の共通事項を遵守するとともに、市民や関係機関に速やかに周知すること。

・GW 以降の健康相談及び発熱外来医療機関体制については、今後感染者が徐々に増えてく

ることが想定されるため、引き続き発熱外来医療機関や健康相談体制を整備すること。

・本市の「新型コロナウイルスに関わる対策本部会議」については、５月７日をもって廃止

することとする。なお、今後、感染症関連で新たに問題が生じた場合は、名称を変更し開

催するものとする。


